
皮
膚
泌
尿
器
科
若
し
く
は
皮
膚
科
又
は
形
成
外
科
を
標
榜
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

ぼ
う

(1)

重
症
皮
膚
潰
瘍
を
有
す
る
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
皮
膚
泌
尿
器
科
若
し
く
は
皮
膚
科
又
は
形
成
外
科
を
担
当

(2)
す
る
医
師
が
重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
を
行
う
こ
と
。

重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
器
械
・
器
具
が
具
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)
二
十
三

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準
等

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準

(1)
イ

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
医
師
（
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機

関
に
あ
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
緩
和

ケ
ア
診
療
加
算
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
又
は
末
期
心
不
全
の
患
者
に
対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限

る
。
）
。

ハ

が
ん
診
療
の
拠
点
と
な
る
病
院
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
等
が
行
う
医
療
機
能

評
価
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

(2)

別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域

緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
注
２
に
規
定
す
る
施
設
基
準

(3)



イ

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
急
性
期
一
般
入
院
料
１
を
除
く
。
）
を
算
定
す
る
病
棟
を
有
す
る
病
院
（
特
定

機
能
病
院
及
び
許
可
病
床
数
が
四
百
床
以
上
の
病
院
並
び
に
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
一
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
を
有
す
る
病
院
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
を
受
け
た
医
師
（
歯
科
医
療
を
担
当
す
る
保
険
医
療
機

関
に
あ
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
緩
和

ケ
ア
診
療
加
算
を
算
定
す
る
悪
性
腫
瘍
又
は
末
期
心
不
全
の
患
者
に
対
し
て
緩
和
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
限

る
。
）
。

ニ

が
ん
診
療
の
拠
点
と
な
る
病
院
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
等
が
行
う
医
療
機
能

評
価
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。

個
別
栄
養
食
事
管
理
加
算
の
施
設
基
準

(4)
イ

緩
和
ケ
ア
を
要
す
る
患
者
の
個
別
栄
養
食
事
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
体
制
に
お
い
て
、
緩
和
ケ
ア
を
要
す
る
患
者
に
対
す
る
個
別
栄
養
食
事
管
理
に
係
る
必
要
な
経
験
を

有
す
る
管
理
栄
養
士
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
三
の
二

有
床
診
療
所
緩
和
ケ
ア
診
療
加
算
の
施
設
基
準

緩
和
ケ
ア
診
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)


